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急速に工事を進めてきたものであり、間もなく順次耐用年数を迎えていきます。ま

た、施設の適切な維持管理や更新工事を計画的に進めていくためには多額の資金が

必要となりますが、施設の経年化が進むことに伴い、管路の詰まりや破損、ポンプ

や電気設備の不具合等も増えていくことが予想されるため、それらに対応するため

の人的負担や費用負担（修繕費、維持管理費）を充分に見込んでおく必要があると

いうことです。令和７年１月に県内で発生した大規模な道路陥没事故を教訓として、

適切な維持管理、老朽化した管路等施設の更新、地震等自然災害への備え等につい

てはその重要性を改めて認識しなければならないでしょう。 

下水道事業の支出は、その大部分がこれまでに施工した資本費（施設整備費）に

係る「企業債の償還金」と「減価償却費」、また埼玉県流域下水道へ支払う「負担金」

などであり、経営努力によって圧縮できる余地がほとんどないとされています。 

これらのことから、上記の課題を解決していくためには、使用料の改定は避けら

れないものと考えられます。 

 

 

２ 下水道使用料の改定案 
 

（１）現行の使用料体系 
  
「一般汚水」使用料体系（２か月・税抜き）は、以下のとおりです。 
 

区分 排除汚水量（使用水量） 金額 

基本料金(基本使用料) 20 ㎥まで 1,600 円/月 

超過料金(従量使用料) 

20 ㎥を超え 40 ㎥まで 100 円/㎥ 

40 ㎥を超え 60 ㎥まで 115 円/㎥ 

60 ㎥を超え 100 ㎥まで 130 円/㎥ 

100 ㎥を超え 200 ㎥まで 145 円/㎥ 

200 ㎥を超え 300 ㎥まで 160 円/㎥ 

300 ㎥を超え 600 ㎥まで 175 円/㎥ 

600 ㎥を超え 1,000 ㎥まで   190 円/㎥ 

1,000 ㎥を超える分 205 円/㎥ 
 
 現行の使用料体系の問題点として、以下の点が挙げられています。 
 
① 使用者の大部分が対象となる６０㎥までの水量区分の単価が低いため、安定的

な収入が確保できないこと 

② 逓増制（使用水量が増えていくと単価が上がっていく仕組み）が強いため、多量

使用者への依存度が高いこと 

③ 基本水量が２０㎥となっており、ほとんど使わない使用者にとっては割高感が

生じること 
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 使用料の改定にあたっては、全体的な収入の底上げとともに、これらの問題点の解

消を図るためには、使用料体系の再構築が必要となります。 

 これらを踏まえて作成された各改定案について検討を重ねた結果、本審議会では次

項に示す改定案を妥当と考えます。 

 

（２）改定後の使用料体系（改定案） 
 
「一般汚水」使用料体系（２か月・税抜き） 

区分 排除汚水量（使用水量） 金額 

基本料金(基本使用料) 10 ㎥まで 2,000 円/月 

超過料金(従量使用料) 

10 ㎥を超え 20 ㎥まで 40 円/㎥ 

20 ㎥を超え 40 ㎥まで 140 円/㎥ 

40 ㎥を超え 60 ㎥まで 170 円/㎥ 

60 ㎥を超え 100 ㎥まで 190 円/㎥ 

100 ㎥を超え 200 ㎥まで   200 円/㎥ 

200 ㎥を超える分 210 円/㎥ 
 
この改定案では、基本水量を１０㎥に抑えることで少量使用者の負担の公平感に

配慮するとともに、６０㎥までの水量区分の単価を一定程度上げながら逓増制を緩

和して、安定的な収入を確保することが期待できます。 

 

（３）改定率 
 
上記改定案における各水量ランク別の改定率は以下のとおりとなります。 

※ 上記表は、使用者負担の差額等を明確に示すため、税込みの金額で表示しています。 

 

（４） 改定時期 
 
  経営等の諸課題の解消のためには、使用料改定を早急に行うことが望ましいです

が、市民生活及び事業活動への影響を考えれば、十分な周知期間を確保しなければ

なりません。 

これらのことから、改定実施時期は「令和９年４月１日」が妥当と考えます。 

 

 

 

使用水量 0㎥ 10㎥ 20㎥ 30㎥ 40㎥ 50㎥ 60㎥ 100㎥ 200㎥ 1000㎥ 5000㎥

現行使用料 1,760円 1,760円 1,760円 2,860円 3,960円 5,220円 6,490円 12,210円 28,160円 187,110円 1,089,110円

改定案 2,200円 2,200円 2,640円 4,180円 5,720円 7,590円 9,460円 17,820円 39,820円 224,620円 1,148,620円

現行との差額 +440円 +440円 +880円 +1,320円 +1,760円 +2,370円 +2,970円 +5,610円 +11,660円 +37,510円 +59,510円

改定率 25.0% 25.0% 50.0% 46.2% 44.4% 45.4% 45.8% 45.9% 41.4% 20.0% 5.5%

（２か月・税込み） 
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３ 付帯意見 
 

 当審議会が本答申をするにあたっては、以下の意見を付すものとします。 
 

① 下水道使用料の改定は１２年ぶりであり、市民生活や事業活動への影響は大

きいと考えられるため、使用料改定を行う際には、公共下水道の現状や改定の

必要性について市民、事業者に丁寧に説明や周知を行うこと。 
 
② 広報紙やホームページ等により、十分な情報提供に努めること。 
 
③ 大地震等の自然災害や施設の老朽化などへの対策の重要性が増していること

を踏まえ、施設の更新や耐震化などを適切に実施すること。 
 
④ 将来にわたって安心・安全・安定的な下水道サービスを提供するため、引き

続き効率的な事業運営に努めること。 
 
⑤ 下水道使用料は５年を目安に定期的に検証を行い、その際には社会経済情勢

の変化を的確に把握すること。なお、見直しをする際は世代間負担の公平性に

も配慮すること。 

 

４ 令和７年度 蓮田市上下水道事業審議会審議経過 
 

回 日程・会場 議 事 

第１回 

令和７年７月２５日（金） 

蓮田市浄水場管理棟 

新館２階会議室 

下水道事業について（勉強会） 

第２回 

令和７年８月１９日（火） 

蓮田市浄水場管理棟 

新館２階会議室 

（１）下水道事業の経営改善について（勉強会） 

（２）下水道使用料について（勉強会） 

（３）下水道使用料の改定について（諮問） 

第３回 

令和７年１０月３日（金） 

蓮田市浄水場管理棟 

新館２階会議室 

下水道使用料の改定案の検討 

第５回 

令和７年１１月２０日（木） 

蓮田市浄水場管理棟 

新館２階会議室 

下水道使用料の改定案の検討 

第６回 

令和８年１月２９日（木） 

蓮田市浄水場管理棟 

新館２階会議室 

下水道使用料の改定案の検討 

審議会答申書案の検討 

第７回 

令和８年３月１８日（水） 

蓮田市浄水場管理棟 

新館２階会議室 

審議会答申案の確認 

下水道使用料の改定について（答申） 

※ 第４回は水道事業に関する議事であり、下水道使用料に関する審議なし 
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【資料１】 

蓮田市上下水道事業審議会条例 
昭和39年10月22日条例第34号 

改正 

昭和42年６月27日条例第20号 

昭和51年７月５日条例第23号 

昭和55年３月31日条例第７号 

昭和56年３月30日条例第２号 

昭和56年６月29日条例第11号 

昭和62年６月25日条例第13号 

平成２年９月28日条例第12号 

平成18年３月28日条例第17号 

平成18年10月３日条例第34号 

平成19年６月29日条例第21号 

（設置） 

第１条 水道事業及び下水道事業の円滑な運営を図るため、地方自治法（昭和22年法

律第67号）第138条の４第３項の規定に基づき、蓮田市上下水道事業審議会（以下

「審議会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、水道事業及び下水道事業の運営に関する重要

事項を調査審議する。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員12人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。 

(１) 学識経験のある者 

(２) 水道及び下水道の使用者 

(３) 公募に応じた市民 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を

代理する。 

（会議） 

第６条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するとこ

ろによる。 

（庶務） 

第７条 審議会の庶務は、上下水道部において処理する。 
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（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が

別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和42年６月27日条例第20号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和51年７月５日条例第23号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 第３条第２項の改正規定は、この条例施行の際委員となっている者については、

なお従前の例による。 

附 則（昭和55年３月31日条例第７号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和56年３月30日条例第２号） 

この条例は、昭和56年４月１日から施行する。 

附 則（昭和56年６月29日条例第11号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和56年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 現にこの条例の改正前に委嘱又は任命されている審議会等の委員の任期は、任期

満了までとする。ただし、市議会の議員、助役、収入役、教育長及び市の職員で委

嘱又は任命されている者の任期は、昭和56年６月30日までとする。 

附 則（昭和62年６月25日条例第13号） 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和62年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際、現に在職する委員を有する審議会等については、当該委員

の任期の満了する日の翌日からこの条例による改正後の条例の規定を適用する。 

附 則（平成２年９月28日条例第12号抄） 

１ この条例は、平成２年10月１日から施行する。 

附 則（平成18年３月28日条例第17号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成18年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に改正前の蓮田市上水道建設審議会委員として在職する

委員については、当該委員の任期の満了する日まで、改正後の蓮田市上水道事業審

議会委員とみなす。 

附 則（平成18年10月３日条例第34号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成18年11月１日から施行する。 

附 則（平成19年６月29日条例第21号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 19 年７月１日から施行する。 
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【資料２】 

令和７年度 蓮田市上下水道事業審議会委員名簿       （敬称略） 

委嘱期間 令和７年７月１日から令和９年６月３０日まで 

 
 

 氏 名 備考 

会 長 采 澤  修 八 1 号委員 

副会長 秋 山  敦 1 号委員 

委 員 菊 池  義 人 1 号委員 

委 員 鈴 木  貴美子 1 号委員 

委 員 中 野  拓 治 1 号委員 

委 員 大 澤  正 見 2 号委員 

委 員 小 林  由美子 2 号委員 

委 員 黒 田  みどり 2 号委員 

委 員 髙 橋   智 2 号委員 

委 員 爪 川  京 子 2 号委員 

委 員 冨 江  寛 二 3 号委員 

委 員 山 崎  正 平 3 号委員 

１号委員：学識経験者 

２号委員：上水道下水道の使用者 

３号委員：公募による委員 
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【資料３】 

 蓮田市長から審議会への諮問書 

 




